
伊勢原市公式イメージキャラクターデザインマニュアル 

 

 

伊勢原市 



１ はじめに 

伊勢原市は、平成 25年 2月に横浜、鎌倉、箱根に次ぐ第 4の国際観光地の創出を目指す県の「新たな観光の核

づくり認定事業」に認定されました。 

市のさまざまな魅力や特色を市内外に効果的及び積極的に発信し、知名度向上やイメージアップを図るため、誰か

らも親しまれる市の公式イメージキャラクター「クルリン」を作成しました。 

このマニュアルは、伊勢原市公式イメージキャラクター「クルリン」を正しく使用していただくために、その表現方法や

注意事項についてまとめたものです。 

「クルリン」が多くの方に親しまれるキャラクターとなるよう、積極的な活用をお願いいたします。 

 

２ 使用上の注意 

「クルリン」の著作権は伊勢原市に帰属しており、デザイン及びデータを、無断で複製・二次的使用等をすることはで

きません。 

「クルリン」の使用に当たっては、下記①～④以外は必ず事前に使用申請※を行い、市の許可を得てください。 

なお、本マニュアルに定める事項は、「クルリン」の着ぐるみ写真の使用に当たっても準用するものとします。 

 

使用申請区分 

使用者 使用申請 

① 国又は地方公共団体 

不要 

② 学校等（教育目的等） 

③ 報道機関（報道及び広報の目的） 

④ 個人又は家庭内等（営利を目的としない） 

上記①～④に該当しない場合 必要 

 

※伊勢原市公式イメージキャラクターの使用に関する要綱を参照のこと 

  



３ 伊勢原市公式イメージキャラクター「クルリン」 

 

 

クルリンプロフィール 

誕生日 3月 1日（市制記念日と同じ） 

ドコで生まれたの？  伊勢原の森の中から生まれたらしい・・・。  

ドコにいるの？  市内のアチコチ  

性格 元気で明るくおちゃめ 

好きなコト・得意なコトは？  大山こまの帽子をかぶって、ハイキングにいくコト  

クルクル回って、みんなを喜ばせるコト  

伊勢原を元気に明るく PR するコト  

好きな食べ物は？  伊勢原のおいしい果物 

将来の夢  伊勢原の子どもたちみんなと友達になるコト  

 

  



４ デザインのルール 

「クルリン」のデザインを使用するに当たっては、以下の事項を遵守してください。 

（「クルリン」のデザインは、ホームページからダウンロードできます。） 

(1) 縦横の比率を変えないこと。 

(2) 指定したデザインカラー以外の色を使用しないこと。 

(3) 承諾を得ないで、デザインの変形・省略・改変・切除を行わないこと。 

(4) 使用に当たっては、“伊勢原市公式イメージキャラクター「クルリン」”の表記を付すること。スペース上、付記が困

難な場合は“©伊勢原市”を表記すること。どちらも表記できない場合は、市へご相談ください。※「クルリン」の「」

は省略しても構いません。 

(5) 「クルリン」の上に文字、イラスト等の他の要素を重ねないこと。 

(6) イメージを損なうような言葉を、「クルリン」の近くに付さないこと。 

(7) 特定の個人、政党もしくは宗教団体を PRするような使い方はできません。 

(8) 判別しにくい、複雑な背景への表示は行わないこと。 

(9) 大きさを変えて、親子のようなデザインをつくることや、恋人、友だちをイメージさせるような使用はできません。 

(10) 他のキャラクターと併用する場合は、市へご相談下さい。 

 

 

  



禁止例 

 

 

  

 

縦横比率の変更 

 

指定色以外の変更 

 

変形・改変・切除 

 

指定の表記以外 

 

イメージを損なうような言

葉を付す 

 

文字・イラスト等を重ねる 

誹
謗
中
傷 

差
別
用
語 × 一発逆転 × 伊勢原きゃら「くるくるくるりん」 × 

 

特定の個人、政党などを PR

するような使い方は不可 

× 

○×

党 

 

判別しにくい背景をつけない 

 

親子や友達のような使い方を

しない 

× 



５ デザインカラー（色指定） 

キャラクターデザインは、カラー及びモノクロで使用することができます。 

それぞれ色指定がありますので、下記に従ってください。 

プロセスカラー（CMYK）の色指定ができない場合は、使用者の責任で、指定色に合わせるよう最大限の努力をしてく

ださい。 

色指定のないところは、白色系とし、使用する素材や印刷環境によって色指定ができない場合は、可能な限り指定色

に合わせてください。 

カラーで使用する場合 

 

モノクロで使用する場合 

 

  



線画で使用する場合 

 

 

単色で使用する場合 

 

  



６ 基本デザイン例 

 

           

                                         

 

 

 

 

                           

※スペース等の関係で名称の付記が難しい場合は、©伊勢原市を付記すること。 



７ 展開デザイン 

デザインについては、今後追加する予定です。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

デザインの使用に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

伊勢原市 企画部 広報戦略課 

〒259-1188 伊勢原市田中 348番地 

電話：0463-94-4864(直通) 

URL：https://www.city.isehara.kanagawa.jp/ 

 

伊勢原市公式イメージキャラクター「クルリン」 

デザインマニュアル 

平成 25年 9月制定 

平成 28年 3月改定 

 


